
令和８年度 事業計画 

 

地域で育てる  支え合う 

   ○ふだんの  ○くらしの  ○しあわせづくり 

 
 急速な少子高齢化の進行や地域における住民相互のつながりの希薄化など地

域社会を取り巻く環境の変化に伴い、生活困窮に陥る人や社会的に孤立する人

が増えるなど、福祉課題は多様化・複雑化しています。 

 このような状況の中、本会では、市民の誰もが住み慣れた地域でいつまでも安

心して暮らしていけるよう、社会の変化や個々のニーズを的確にとらえ、「地域

共生社会」の実現に向けて、各種事業や活動を積極的かつ柔軟に取り組んでいき

ます。 

 また、今年度が最終年度となる焼津市と一体的に策定した「第４次焼津市地域

福祉計画・焼津市地域福祉活動計画」を着実に実行していくとともに、その取り

組みの評価や地域福祉をめぐる今日的課題及び社会的要請を踏まえ、次期計画

となる「第５次焼津市地域福祉計画・焼津市地域福祉活動計画」の策定をこれま

で同様、焼津市と一体的に進めていきます。 

 

 

 

基本目標１ 共生の意識づくり・人づくり 
学校や地域における福祉教育や各種講座における啓発・ボランティア育

成等、幼少期から高齢期に至るまで、各ライフステージに応じた福祉教育の

機会を提供し、「共生の意識づくり・人づくり」を推進します。 

 

 １ 福祉教育の推進 

  （１）学校における福祉教育の推進 

    ア 福祉教育実践校連絡会事業 

        福祉教育実践校担当教員との連絡会を開催するとともに、学

校における福祉教育が円滑に進むよう当事者やボランティア等

の講師の紹介や活動費の助成を行います。 



  （２）地域における福祉教育の推進 

    ア 楽しく学ぶ「ふくしのススメ」開催事業 

        地域で暮らす様々な人が講師となって福祉について学ぶ機会

を提供します。多くの地域住民が、当事者の体験や福祉活動の話

を聞いたり、福祉への理解を深められるよう講座づくりに努め

ます。 

    イ 出前講座事業 

        学校や地域、福祉団体や専門職等が行う研修や講座の講師と

して職員を派遣します。 

 

 ２ 互助意識の醸成 

  （１）意識啓発・交流活動の推進 

    ア 社会福祉大会の開催 

        社会福祉の発展に功績のあった社会福祉関係者を表彰し感謝

の意を表するとともに、本表彰を通して、優れた活動内容を紹介

することにより、福祉活動の普及を図ります。 

    イ 権利擁護制度の利用推進・周知 

        成年後見支援センターを受託し、広報紙やチラシ、講演会等を

通して成年後見制度の理解を深めます。また、市と連携して市民

後見人候補者の活動を支援・推進することで、地域における権利

擁護支援について啓発を進めていきます。 

 

 ３ 人材育成（地域の担い手、ボランティアなど） 

  （１）地域活動、ボランティア活動に関する啓発 

    ア 広報紙、ホームページを使った啓発活動の充実 

        ボランティア活動の紹介や募集を広報紙やホームページを通し

て広く市民に周知し、活動希望者の増加につなげていきます。 

 

  （２）ボランティア活動への場の支援 

    ア ふくしの広場ボランティアビューローの機能の充実 

        市内を拠点に活動するボランティアグループや福祉団体が、

活動しやすい場を提供します。 

 

  （３）地域福祉活動に参加する人材の育成 

    ア ボランティア相談事業 

        ボランティア活動を始めたい人やボランティアを必要として

いる人に対して、ボランティア活動に関する様々な相談に応じ

ます。 



 

基本目標２ 地域のきずなづくり 
地域住民が主体となって行う支え合い活動やボランティア活動を支援

し、「地域のきずなづくり」を推進します。また、住民同士の交流の拠点と

しての居場所づくりや住民が地域力を発揮できるための支援を進めていき

ます。 

 

 １ 小地域福祉活動への支援・活性化 

  （１）小地域福祉活動の充実 

    ア 地域福祉推進委員会の支援 

        地域福祉推進委員会独自の活動や社会福祉協議会、第２層地

域ささえあい協議体と連携した住民主体の福祉活動に対し、活

動費助成や活動促進のための支援と地域力の向上・強化のため

の支援を行います。 

    イ 職員の地区担当制 

        職員が積極的に、アウトリーチを実行し、地域とより密接な支

援体制を築きます。 

 

  （２）地域における見守りネットワークの充実 

    ア ふれあいネット事業 

        高齢者や障害を持つ人の近所の人に、見守り員として登録いた

だき、日常生活の中での緩やかな見守り活動を行います。 

 

  （３）助成金の交付 

    ア 赤い羽根共同募金助成事業 

        誰もが安心して暮らしやすいまちになることを目的に、福祉団

体等が行う、地域福祉の促進を図る事業に対し、赤い羽根みんな

のしあわせ助成事業を実施します。 

    イ 歳末たすけあい募金助成金事業 

    （ア）在宅助成 

         新たな年を迎える時期に、経済的に支援を必要とする人た

ちが地域で安心して暮らすことができるように、申請方式によ

り助成金を交付します。また、該当者に小学校入学や中学校入

学・卒業の児童生徒がいる場合には、新入学祝い金を提供しま

す。 

    （イ）地域福祉活動助成 

         年末や新年に地域福祉活動等を行う自治会や福祉団体等

の事業に対し、活動費を助成します。 



 

 ２ 地域ネットワークの構築と周知 

  （１）社会資源のコーディネート機能の充実 

    ア 焼津市第２層生活支援コーディネーター業務 

        地域での住民主体の支え合い活動や様々な人や機関との連携

による地域の支え合い活動を発掘し、新たな支え合い活動を推

進する役割を担う生活支援コーディネーターを配置します。 

        さらに、「地域ささえあい協議体」により、住民や地域の関係

機関が生活支援コーディネーターと協力し、定期的な情報共有

や連携強化を図ります。 

 

  （２）社会福祉法人等の連携推進 

    ア 社会福祉法人のネットワーク化による協働推進事業 

        市内の１５の社会福祉法人と連携し、焼津市社会福祉法人連

絡会として、事業を実施し連携を深めます。 

 

 ３ 住民活動の支援 

  （１）「顔の見える地域づくり」の実践 

    ア 「居場所づくり」の推進 

        地域住民が気軽に集まれる「居場所」を住民主体でつくり、 

運営できるよう、市内各地域で設立のための講座を開設し、活動

を促進します。 

 

  （２）地域における交流の場・拠点づくりへの支援 

    ア 地域ふれあいサロン（ミニデイ・居場所・子育てサロン）推進事業 

        年２回の連絡会を開催し、情報交換の場を設けます。また、 

サロンへのアウトリーチを定期的に行い、活動上の相談に応じ

るとともに、活動費助成を行います。 

    イ おもちゃ図書館運営支援 

        おもちゃ図書館のＰＲと、活動に対する支援を行います。 

 

 ４ 防災・防犯活動の促進 

  （１）防災・防犯の地域づくりの促進 

    ア 災害ボランティア本部（災害ボランティアセンター）開設と運営 

        平常時から地域や市・関係機関及び広域との連携強化を図り、

ＩＣＴを活用した災害ボランティア本部の開設訓練を実施しま

す。 

 



 

    イ 志太榛原地区社会福祉協議会との連携事業 

        災害時に志太榛原地区の社会福祉協議会間の連携と各災害ボ

ランティア本部への支援を円滑に行うことを目的に定期的な協

議・研修を行います。 

 

 ５ 福祉団体、市民グループの活動の促進 

  （１）団体活動（市民活動団体、福祉関係団体等）への支援の充実 

    ア 福祉関係団体への活動助成事業 

        福祉関係団体の活動が円滑に進むよう、活動費の助成を行い

ます。 

 

  （２）ボランティア活動促進のための支援 

    ア ボランティア連絡協議会運営支援 

        ボランティア連絡協議会の活動が円滑に進むよう、活動費 

助成と運営支援を行います。 

 

 

 

基本目標３ 地域福祉のしくみづくり 
包括的な相談支援体制を推進することにより、様々な相談を支援につな

げられるよう、関係機関との連携の拡充・強化を進め、「地域福祉のしくみ

づくり」を推進します。 

 

 １ 福祉施策実施体制の充実 

  （１）組織内連携、組織間連携の充実強化 

    ア 包括的な支援体制の構築 

        制度の狭間の課題や多様で複合的な課題を抱える方（世帯）に

対し、必要なサービスや適切な支援が提供できるよう、市や関係

機関等と連携するとともに、法人内関係部署との緊密な連携に

より包括的な支援体制を構築します。 

 

  （２）緊急措置対応 

    ア 貸付事業（生活福祉資金・小口福祉資金） 

        低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯に対し、必要な資金を貸

し付けし、社会福祉協議会や民生委員・児童委員が必要な相談支

援を行うことにより世帯の経済的な自立と生活の安定を図りま

す。（生活困窮者自立支援法と連携した制度） 



        緊急小口資金等の特例貸付の借受人に対してフォローアップ

支援を行います。 

    イ 援護事業（火事罹災者援護） 

        火災罹災者に対し、見舞金を支給します。 

 

 ２ 包括的な相談支援体制の充実 

  （１）相談体制の充実 

    ア ふくしなんでも相談事業 

        生活に関する悩みごとや困りごと等の相談に応じます。 

    イ 地域包括支援センターによる高齢者の総合相談 

        介護や福祉に関わる相談、高齢者に対する虐待の防止や権利

擁護に関する様々な相談に応じます。 

    ウ 権利擁護センター・成年後見支援センター 

        弁護士や司法書士、社会福祉士等と連携を図りながら、あらゆ

る権利擁護に関する相談に応じます。また、成年後見支援センタ

ーを受託し、成年後見制度の利用促進を図ります。 

 

 ３ 福祉サービスの充実 

  （１）福祉サービスの充実に向けた支援 

    ア 会食型給食サービス事業 

        ひとり暮らし高齢者を対象に、市内９か所の地域交流センタ

ー等を会場に会食形式によるふれあいの場を提供するため、ボ

ランティアグループ「あじさいの会」へ事業を委託しています。 

    イ 生きがい活動支援通所事業 

        家に閉じこもりがちな高齢者に対して、要介護状態への進行

を予防するため、日帰りで日常動作訓練や趣味活動等のサービ

スを保健福祉事業として提供し、生きがいを持てる健やかな生

活を送るために必要な支援を行います。 

    ウ 放課後児童健全育成事業 

        就労などにより保護者が昼間家庭にいない小学校児童を対象に

放課後における生活や遊びの場を提供し、児童の健全育成を図り

ます。（大富小・大井川東小・大井川西小・大井川南小学校区） 

    エ 地域包括支援センターによる支援 

        要支援の人のための介護予防ケアプランを作成し、必要な支

援を行います。 

    オ 障害福祉サービスの提供 

        障害の種別に関わらず、障害のある人が安心して地域で自立

した生活が送れるようヘルパー等の派遣やサービスを行います。 

        ・居宅介護 



        ・身体障害者訪問入浴サービス 

        ・同行援護（視覚障害者支援） 

        ・車いす、磁気ループ（聴覚に障害のある方の補助器具）の無

料貸出事業 等 

    カ 高齢者福祉サービスの提供 

        介護保険制度により、認定された高齢者の方々にケアプラン

を作成し必要な支援を行います。また、ヘルパー等の派遣及び通

所による入浴・食事等を行い、利用者の要望に応える質の高いサ

ービスを提供します。 

        ・居宅介護支援（ケアプラン作成） 

        ・訪問介護（ホームヘルプサービス） 

        ・訪問入浴介護 

        ・通所介護（デイサービスセンターやすら樹） 

        ・介護予防支援（ケアプラン作成） 

        ・日常生活支援総合事業 

    キ 日常生活自立支援事業 

        日常生活に不安のある高齢者や、知的・精神障害などにより判

断能力が十分でない人に対し、福祉サービスの利用援助や日常

的な金銭管理の支援を行います。 

 

  （２）移動に関する支援 

    ア 外出時の移動支援事業（重度身体障害者移動支援） 

        障害者の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会

参加における、外出時の移動支援をします。 

    イ 福祉車両（ハンディキャブ）貸出事業 

        身体障害者や歩行困難な人に対し、車いすのまま乗れるリフト

付きの福祉車両（ハンディキャブ）の貸し出しと管理を行います。 

 

 ４ 情報提供の充実 

  （１）制度やサービスに関する情報の提供 

    ア 『社協やいづ』発行事業 

        社会福祉協議会の事業の周知・ＰＲなど、わかりやすい情報提

供に心掛け、紙面づくりに取り組みます。 

    イ 社会福祉協議会ホームページの充実 

        最新情報の更新を積極的に行い、社会福祉協議会の活動等の

情報を紹介します。 

    ウ 点字広報・声の広報発行事業 

        視覚障害者や活字を読むことが困難な人に、社会福祉協議会

が発行している広報紙等をボランティア団体が点訳・音訳をし

て郵送します。 



 

 社会福祉協議会基盤強化 
第４次焼津市地域福祉活動計画を推し進める体制や、施設の運営と事業

の実施を目指し、社協の理念である「誰もが安心して暮らすことのできる 

福祉のまちづくり」を推進していきます。 

 

 １  拠点施設の管理・運営 

  （１）総合福祉会館・大井川福祉センターの管理運営 

      施設利用者が安心・安全に利用できるよう、指定管理者として、施

設の適正な管理業務に努め、また災害に備えた施設利用者も参加する

防災訓練を実施します。 

 

  （２）総合福祉会館・大井川福祉センターを拠点とした福祉活動の推進 

      福祉関係者だけでなく、誰もが参加でき、ふれあい、楽しめる施設

を目的にイベント等の開催や市民の憩いの場となるようボランティ

アの協力を得て花壇の整備やディスプレイ等による雰囲気作りに取

り組みます。 

 

 ２  職員体制の強化 

  （１）職員の人材確保・育成強化 

      社会保険制度や様々な法改正に対応した規則・計画等の整備、衛生

委員会の充実など職員の労働環境の充実に取り組みます。 

      また、各種研修を実施し、福祉人材の確保及び専門職の育成に取り

組みます。 

 

 

 

 

 第５次焼津市地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定 

令和９年度から始まる標記計画について、誰もが住みなれた地域の中で

自分らしく安心して暮らせるよう身近な地域で支え合いのあるまちづくり

を進めるため、地域福祉に関する活動の「具体的な取組」を定めた計画を焼

津市と連携しながら一体的に策定します。 

 

 

 

 


